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研究要旨 
 

高齢化対策は少子化対策と並ぶ重要な政策課題である。政策課題に対処するに

はデータに基づくエビデンスを示す必要がある。海外では縦断調査を用いた実

証研究が進んでいる。公的縦断調査は規模・継続性から政策課題に大きく貢献

できる可能性がある。そこで、本研究では「中高年者縦断調査」を利用し、学

際的な観点から、高齢者の行動・活動の総合的な実証研究を実施する。具体的

には、以下の５項目のテーマに関して分析を行う。研究１：高齢者雇用安定化

法と厚生年金支給開始年齢引き上げの高齢者への影響分析、研究２：地域包括

ケアシステムを担う高齢者の社会的活動と諸要素との関係性の分析、研究３：

介護・医療と高齢者の行動分析、研究４：リタイアメント・コンサプション・

パズルの検証、研究５：高齢者の飲酒・喫煙と健康状態・活動に関する学際分

析である。研究初年度である本年度においては、研究テーマに沿った情報収集

を行い、予備的な分析を実施した。一部の分析結果については、国内外の学会

や機関にて報告を行い、研究改善のために他の研究者との議論を行った。その

結果、各研究テーマ別に一定の知見を得た。次年度は、これまでの分析結果を

精査し、分析方法等の改善や追加的な分析課題に取り組み、研究の完成度を高

めることを目指す。最終的には、分析結果(エビデンス)に基づいた政策提言を

検討する。 
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Ａ．研究目的 

高齢化対策は、少子化対策と

並ぶ重要な政策課題である。高齢者の

問題は、雇用、年金、医療、介護と複

数の重点課題が存在する。社会保障制

度改革国民会議報告書（2013）でも、

高齢化の進行に伴い、就労期間を延ば

し長く年金保険料を拠出して年金水

準の確保を図る必要性や、就労と引退

のバランスを検討し、高齢者の働き方

と年金受給に関して、他の先進諸国で

検討されている改革を考慮すべきと

している。さらに QOL を高め、社会の

支え手を増やす観点から、健康の維持

増進・疾病予防に取り組むべきとして

いる。 

政策課題に対処するにはデー

タに基づくエビデンスを示す必要が

ある。海外では縦断調査を用いた実証

研究が進んでいるが、日本では研究蓄

積が十分ではない。特に公的縦断調査

はその規模・継続性から政策課題の解

決に大きく貢献できる可能性がある

が、研究結果は限られている。そこで

本研究では『中高年者縦断調査』を利

用し、経済学、財政学、ファイナンス、

医学の学際的な観点から、高齢者の行

動・活動の総合的な実証研究を行い、

高齢化問題に対処するためのエビデ

ンスを示し、また、公的縦断調査の学

際的な高度利用の可能性を示すこと

が目的である。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究は、『中高年者の生活に

関する継続調査』(以下，『中高年者縦

断調査』とする)を利用し、クロス集

計表や多変量解析等を用いて実証分

析を行う。 

具体的には、以下の５項目の

テーマに関して分析を行う。 

研究１ 高齢者雇用安定化法

と厚生年金支給開始引き上げの高齢

者への影響分析：当研究は、改正高齢

者雇用安定法、老齢厚生年金（定額部

分）の支給開始年齢の引き上げ、在職

老齢年金制度が、高齢者の雇用・所得

や金融資産蓄積等にどのような影響

を与えたか実証的に分析し、政策効果

を検討する。 

研究２ 地域包括ケアシステ

ムを担う高齢者の社会的活動と諸要

素との関係性の分析：地域包括ケアシ

ステムでは生活支援の担い手として

元気な高齢者を想定し、高齢者が社会

的役割を持つことで生きがいや介護

予防につながるという好循環を重視

している。そこで当研究は、社会的活

動と関連する諸要素の関係を分析し、

好循環実現への示唆を得る。 

研究３ 介護・医療と高齢者

の行動分析：高齢者の行動は親族の要

介護状態や健康状態、自らの健康状態

に大きく依存する。本研究は、介護負

担の有無によって生じる就業形態お

よび所得等の変化について分析する。

さらに生活習慣、健康状態ならびに医

療機関の受診状況などをもとに、経

済・医学的な見地から分析を行い、雇

用保険制度、医療保険制度さらに介護

保険制度に関連する政策提言を行う。 

研究４ リタイアメント・コ



ンサプション・パズルの検証：リタイ

アメント・コンサプション・パズルと

は退職後に消費が減る現象であり、恒

常所得仮説とは異なる消費行動であ

る。海外では多数の文献があるが日本

での研究蓄積は少ない。当研究は、退

職前後の家計の消費の決定要因を分

析する。さらに、ライフサイクル仮説

が想定しているよりも引退後の終身

年金需要が小さいという終身年金パ

ズルが生じる要因について分析する。 

研究５ 高齢者の飲酒・喫煙

と健康状態・活動に関する学際分析：

海外では飲酒・喫煙に関する経済学・

医学的な学際分析が広く行われてい

るが、日本での研究蓄積は少ない。当

研究は、高齢者の飲酒・喫煙と、雇用・

所得、日常生活での活動、健康状態と

の関連を分析し、将来的な医療費抑制

に関する政策立案への基礎的資料を

提供する。 

 

（倫理面への配慮） 

研究公表時にはデータのクロ

ス集計等により、集計結果が少数例

（３以下とする）で、生活状況および

社会経済的状況、疾病等の項目から個

人が特定されてしまうような場合は、

秘匿処置としてそのデータは公表し

ないものとする。 

 

Ｃ．研究結果 

 初年度の研究においては、ま

ず、中高年者縦断調査のデータをパネ

ルデータとして分析できるよう整備

を行った。分析にあたり、厚生労働省 

大臣官房統計情報部 人口動態・保健

社会統計課世帯統計室と、『中高生者

縦断調査』の利用可能性について議論

を行った。また、国内外の学会に参加

し、上記の研究１～５の５つの研究テ

ーマについての情報収集を行った。次

に、上記の研究１～５の５つの研究テ

ーマについて、予備的な分析を実施し

た（具体的な内容については以下に示

す）。一部の分析結果については、国

内外の学会等で報告を行い、研究者と

議論を行った。さらに、今年度の研究

を整理し、次年度の研究に発展させる

ために、上記の５つの研究テーマにつ

いて学識経験者を招いてワークショ

ップを実施した。 

 上記の研究１～５の５つの研

究テーマの現状の分析結果は以下の

とおりである。なお、何れの分析も予

備的なものであり、今後、精査を行う

過程で、結果を見直す可能性がある。 

研究１ 高齢者雇用安定化法

の政策効果に関しては、2006 年改正の

効果について検証した。同改正は、60

～65 歳まで労働者が働く体制を整え

るために、定年の引き上げ、継続雇用

制度の導入、定年の廃止の何れかの制

度を導入することが、企業に義務付け

られたものである。しかし、例外措置

もあり、60 歳以降の希望者全員の雇用

が、必ずしも確保されたわけではない。

そこで本研究は、高齢者が実際にどの

程度実際に働くことができかという

高齢者法の政策効果を検証すること

が目的である。また、高齢者法は高齢

者が継続雇用される場合の賃金につ



いては定めていない。雇用が延長され

る場合は、企業側にとってみれば雇用

コストが増えることになる。雇用を促

進する代わりに賃金を低下させるこ

とにより、企業がトータルな雇用コス

トを抑制しようと考える可能性があ

る。そのため、高齢者法の改正により

賃金がどのように変化したか把握す

ることも重要である。分析の結果、ま

ず、制度改正により定年の延長や再雇

用制度を実際に導入するなど、企業側

の制度面の整備が進んでいることが

確認された。しかし、改正直前の 2005

年に就業していた人のうち、改正後に

60 歳以上となった被用者の就業率は、

59 歳以下の者と比較して、年々低下し

ていた。また、2005 年に自営であった

者と比較しても、改正後に 60 歳以上

の就業率は、同世代の自営より、年々

低下していた。賃金ついては、同法改

正直後の 60 歳以上の賃金は、59 歳以

下と同等な水準であった。しかし、

2008 年には 60 歳以上の賃金は大幅に

低下した。 

また、2008 年の金融危機の影

響を考慮して分析した場合、金融危機

以降は、高齢者の雇用が減少する傾向

があった。一方、在職老齢年金により

年金額が減額されても、就業を選好す

る傾向があった。2008 年の金融危機に

関連した分析は、Southern Economic 

Association（米国南部経済学会）及

び、日本財政学会で分析結果を報告し、

内外の研究者との研究改善のための

議論を行った。 

研究２ 高齢者の社会的活動

と諸要素との関係性の分析では、政府

が進める地域包括ケアシステムの予

備的な検証を行った。地域包括ケアシ

ステムでは、生活支援の担い手として

元気な高齢者を想定している。高齢者

が社会的役割をもつことで生きがい

や介護予防につながるという好循環

の達成を目指している。そこで、好循

環の出発点である、どのような高齢者

が生活支援の担い手となるかについ

て、『中高年者縦断調査』を用いて分

析した。活動を高齢者支援に特定して

いる点とパネルデータを用いている

点が本研究の特徴である。 

分析の結果、高齢者生活支援

の参加要因は他の社会貢献活動の参

加要因と異なることが分かった。参加

者を募る場合には留意する必要があ

る。具体的な要因としては、男性の場

合、親族への介護を経験した後に高齢

者生活支援に参加する傾向ある。一方、

女性では有意な要因が判明しなかっ

た。なお、当研究は、2016 年度生活経

済学会での報告に採択されており、専

門家と今後の分析の方向性について

議論を実施する予定である。 

研究３ 介護・医療と高齢者

の行動分析では、まず親の介護と就業

との関連を分析した。海外における研

究では、介護は就業を抑制するという

結果、介護と就業は関連性が低いとす

る結果、短時間の介護は就業を増やす

とする結果など、分析結果は入り混じ

っている。そこで『中高年者縦断調査』

を利用して、親の介護と高齢者の就業

状況との関係を分析した。これらの関



係には、働いていない者が介護をする

傾向がある等の内生性の問題がある。

本研究では、固定効果モデルを利用す

ることで、時間経過的に変化しないこ

のような個人間の異質性を考慮して

分析を行ったのが特長である。分析の

結果、親の介護により男女ともに就業

率は低下する傾向があった。しかし低

下の度合いは、性別、配偶者の有無、

被介護者との同居の有無で異なって

いた。特に女性の場合、同居している

親を介護する場合に就業率は大きく

低下した。同居していない親を介護す

る場合でも、配偶者がいない場合には

就業率は大きく低下した。被介護者と

同居している場合、配偶者の男性の年

収が高まると、女性の就業率が高まる

傾向があった。また、金融資産や借入

金の状況が介護による離職に影響し

ていた。さらに、男性は介護時間が比

較的少なく場合でも就業率が低下し

た。一方、女性では介護時間が比較的

少ない場合には、就業率への影響は限

定的であった。しかし、介護時間が長

くなるにつれ、就業率は大幅に低下し

た。親の介護と労働時間には有意な関

係が見られなかった。なお、当研究は、

Western Economic Association 

International （米国西部経済学会）

で分析結果を報告し、内外の研究者と

研究改善のための議論を行った。 

また、医療に関しては、教育

と医療費支出との関連性を分析した。

高等教育を受けることで、就業確率や

所得が高まり、一定の生活水準が保つ

ことができれば、雇用保険や医療給付

といった社会保障の歳出の抑制が期

待できる。そこで、『中高年者縦断調

査』を利用し、学歴と医療費支出の関

連性を分析した。推計結果から、高等

教育によって、医療費の支出が短期的

な就業形態の変化に影響されること

なく、病気等に長期的に対応して平準

化して支出できていることが示され

た。なお、当研究の実施にあたり、国

立教育政策研究所において研究改善

のための議論を行った。 

研究４ リタイアメント・コ

ンサプション・パズルの検証では、ま

ず、個人住民税の前年所得課税が、退

職期の家計の消費水準を低下させて

いるかどうかについて、『中高年縦断

調査』を用いて分析を行った。家計が

ライフサイクル仮説にもとづいて消

費を行い、個人住民税が前年所得課税

であることを予期できているならば、

退職後の個人住民税額は家計の消費

水準に影響を与えないはずである。消

費の変遷を推計した分析結果によれ

ば、退職後の個人住民税額は、家計の

消費水準を低下させていた。このこと

は、家計が退職期の個人住民税額を予

期できていないか、予期できていたと

しても、家計は消費水準を低下させな

ければならない状況にあることを意

味する。家計の消費の変遷に個人住民

税額がマイナスの影響を与えること

は、家計の消費の平準化を阻害し、家

計の効用水準にもマイナスの影響を

与えていると言える。政府税制調査会

や東京地方税理士会などより、個人住

民税を現年所得課税化すべきとする



見解が示されているが、家計の消費水

準に影響をもたらすという新たな観

点からも、個人住民税の現年所得税化

は検討すべきだと考えられる。なお、

当研究は、日本地方財政学会第 24 回

大会で分析結果を報告し、研究者との

研究改善のための議論を行った。 

次に、高齢者の貯蓄の動向に

ついての分析を実施した。ライフサイ

クル・モデルに従えば、就労している

うちは、住宅ローンなどの借入金を減

らし、退職後に備えた貯蓄を増やすは

ずである。一方、退職後は、公的年金

が十分でない場合、蓄積した金融資産

を取崩し、支出にまわすはずである。

また、これらの貯蓄の蓄積・取崩は金

融資産の保有額にも依存している。金

融資産を多く保有する現役家計は、さ

らに多くの金融資産を蓄積する必要

はないため、蓄積スピードは遅くなる

はずである。一方、このような家計が

退職した際には、金融資産が少ない家

計と比較して、取崩スピードは速くな

ることが予測される。そこで、本稿は

厚生労働省の『中高年者縦断調査』を

利用して、高齢者家計の金融資産の保

有額と貯蓄の蓄積・取崩しのスピード

との関係を分析した。分析の結果、正

規雇用では、純金融資産の保有額と貯

蓄の蓄積・取崩スピードとの関連性は

観察されなかった。一方、正規から非

正規、正規から無業へ就業状態が変化

した家計では、正規雇用と比較して、

貯蓄を取り崩すスピードが高まり、ラ

イフサイクル・モデルと整合的な結果

であった。また、親族を介護する状態、

6 大疾病の診断、年金の受給、1 年以

内の退職経験、扶養する子供、パラサ

イトシングルがいる家計では、一部に

貯蓄の取崩スピードが高まる傾向も

観察されたが、全般的には、これらの

変数と貯蓄の取崩スピードとの関連

性は低いものであった。 

研究５：高齢者の飲酒・喫煙

と健康状態・活動に関する分析では、

就業状態・労働時間・精神状態と飲

酒・喫煙との関係について分析を行っ

た。海外における既存研究では、飲

酒・喫煙への選好は、サーベイ調査で

は把握できない、個人間の異質性の影

響が強いとされている。『中高年縦断

調査』を利用した分析結果も同様で、

飲酒と喫煙に共通する、観測できない

個人間の異質性の影響が強いものと

考えられる。観測される要因を見ると、

労働時間が増えると飲酒・喫煙が増え

る傾向があった。退職者は飲酒・喫煙

が減る傾向があった。健診の受診は飲

酒や喫煙と有意な関係がなかったが、

ストレスを減らす、運動をするなどの

日常の健康維持の心がけが飲酒・喫煙

を減らす効果が見られた。 

 

Ｄ．考察 

 研究１ 高齢者雇用安定化法

の政策効果に関しては、初年度は 2006

年の改正の効果について予備的な分

析を行った。その結果、高齢者の雇用

促進効果については弱いものであっ

た。また、2008 年の金融危機で、高齢

者の雇用は減速した。次年度は、分析

手法に関して見直しを行い、より精度



を高める予定である、また、高齢者雇

用安定化法は 2013 年に再改正されて

おり、この 2回の改正について、全体

としてその効果を検証すべきだと考

えられる。次年度は 2013 年の改正を

加えた総合的な効果について検証す

る予定である。 

 研究２ 高齢者の社会的活動

と諸要素との関係性の分析では、地域

包括ケアシステムの一翼として高齢

者が高齢者の生活支援を行うという

政策課題は、限定的な高齢者によって

のみ実現されうるという示唆を得た。

高齢者の社会貢献活動のうち、町内会

の催しなどの地域行事への参加と子

供会の役員などの子育て支援・教育・

文化活動への参加においては、経済的

に余裕があるほど参加する傾向が見

られたが、高齢者の生活支援活動への

参加ではその傾向が見られず、この活

動の特殊性が示唆された。次年度は、

今年度の分析の改善に加え、政府が想

定する好循環のもう１つの側面であ

る、高齢者が社会的役割をもつことで

生きがいや介護予防につながるとい

う点について、分析する予定である。 

 研究３ 介護・医療と高齢者

の行動分析では、親の介護により、 

特に女性の雇用が抑制される傾向が

確認された。一方、男性でも、一定の

雇用抑制効果があった。海外の文献が

示すように、特に被介護者と同居して

いる場合に、相対的に賃金が高い男性

は介護サービスを購入するために働

き、労働市場との関わりが低い、ある

いは賃金が相対的に低い女性が介護

を行っている構造が想定される。また、

働いていない人が介護することにな

るという、就業と介護の同時決定性の

可能性も示唆された。次年度は、分析

方法のさらなる見直しを実施する。特

に、政府から「介護離職ゼロ」施策が

示されたが、この施策に貢献できる提

言を検討する予定である。 

 研究４：リタイアメント・コ

ンサプション・パズルの検証では、個

人住民税が退職後の家計の消費額を

抑制する傾向があった。また、就業状

態や保有金融資産額と、貯蓄の蓄積・

取崩スピードとに一定の関係がある

ことが示された。収入が減少する高齢

者家計では、消費及び貯蓄を計画的に

行う必要がある。次年度においては、

分析手法の見直しを行い、消費に影響

する要因について精緻な分析を行う。

特に計画的な消費・貯蓄ができない家

計にどのような特徴があるのかにつ

いて分析を深める予定である。 

 研究５：高齢者の飲酒・喫煙

と健康状態に関する分析では、観察さ

れない個人間の差異が大きな影響を

与えている可能性があったが、就業、

労働時間、健康に対する意識も飲酒・

喫煙に影響しているという予備的な

分析結果が得られた。次年度は精緻な

分析を行い、特に、過度な飲酒・喫煙

を行う者を対象に、これらを抑制でき

る要因を検証する。 

 

Ｅ．結論 

本研究は『中高年者縦断調査』

を利用し、学際的な観点から、高齢者



の行動・活動の総合的な実証研究を行

い、高齢化問題の対処するためのエビ

デンスを示すことが目的である。初年

度は当初設定した５つの研究テーマ

について予備的な分析を行い、一定の

知見を得た。次年度は、これまでの分

析結果の精査し、分析方法等の改善や

追加的な分析課題に取り組み、研究の

完成度を高めることを目指す。最終的

には、分析結果に基づいて、政策提言

を検討する。 
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